
熱海市まちづくり条例 新旧対照表

改正前 改正後 

（開発事業事前協議書の届出等） （開発事業事前協議書の届出等） 

第２９条 事業者は、次の各号のいずれか

に該当する開発事業を行おうとするとき

は、当該開発事業に係る実施設計に着手

する前（市民等の意見に基づき設計修正

を行える段階をいう。）に、市長と協議

を行うため、規則で定めるところにより、

当該開発事業の事前協議書（以下「事前

協議書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

第２９条 事業者は、次の各号のいずれか

に該当する開発事業を行おうとするとき

は、当該開発事業に係る実施設計に着手

する前（市民等の意見に基づき設計修正

を行える段階をいう。）に、市長と協議

を行うため、規則で定めるところにより、

当該開発事業の事前協議書（以下「事前

協議書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 施行区域の面積が１,０００平方メ

ートル以上で、かつ、次に掲げるいず

れかに該当する開発事業 

(1) 施行区域の面積が規則で定める面積

   以上で、かつ、次に掲げるいず

れかに該当する開発事業 

ア 土地の区画の変更 ア 土地の区画の変更 

イ １メートルを超える切土 イ １メートルを超える切土 

ウ ５０センチメートルを超える盛土 ウ ５０センチメートルを超える盛土

エ 合計が１メートルを超える切土と

盛土 

エ 合計が１メートルを超える切土と

盛土 

オ ３００平方メートルを超える土地

の形質の変更 

オ 規則で定める面積 を超える土地

の形質の変更 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

別表第３（第３８条、第５９条関係） 別表第３（第３８条、第５９条関係） 

開発事業の整備基準 開発事業の整備基準 

種別 基準 

１～４ （略） 

５ 駐車施設 自動車駐車場及び駐輪場は、

別表第７に定める基準及び規

則に定める基準により当該建

築物又は当該建築物の敷地内

に設置すること。ただし、規則

に定める地域に建築する共同

住宅で、規則に定める基準を満

たした場合には、共同住宅の総

戸数に対する自動車駐車場の

台数を６０パーセント以上と

種別 基準 

１～４ （略） 

５ 駐車施設 自動車駐車場及び駐輪場は、

別表第７に定める基準    

       により施行区

域内

に設置すること。ただし、規則

に定める地域に建築する共同

住宅で、規則に定める基準を満

たした場合には、共同住宅の総

戸数に対する自動車駐車場の

台数を６０パーセント以上と



改正前 改正後 

することができる。 

６～８ （略） 

することができる。 

６～８ （略） 

別表第７ 別表第７ 

駐車施設の基準 駐車施設の基準 

建築物の用途 自動車駐車場（台

数） 

駐 輪 場

（台数）

共同

住宅

観 光 商 業

集 積 区 域

内 

総戸数に対して

８０パーセント

以上 

総 戸 数

に 対 し

て ２ ５

パ ー セ

ン ト 以

上 

観 光 商 業

集 積 区 域

外 

総戸数に対して

１００パーセン

ト以上 

旅館・ホテル 宿泊室数に対し

て５０パーセン

ト以上 

― 

保養施設 全室数に対して

８０パーセント

以上 

― 

住宅（共同住宅

を除く。） 

１区画に１台以

上 

― 

スポーツ・レク

リェーション施

設 

開発事業ごとの

協議により定め

た台数 

開 発 事

業 ご と

の 協 議

に よ り

定 め た

台数 

開発事業 自動車駐車場（台

数） 

駐 輪 場

（台数）

共同

住宅

観 光 商 業

集 積 区 域

内 

総戸数に対して

８０パーセント

以上 

総 戸 数

に 対 し

て ２ ５

パ ー セ

ン ト 以

上 

観 光 商 業

集 積 区 域

外 

総戸数に対して

１００パーセン

ト以上 

旅館・ホテル 宿泊室数に対し

て５０パーセン

ト以上 

― 

保養施設 全室数に対して

８０パーセント

以上 

― 

住宅（共同住宅

を除く。） 

１区画に１台以

上 

― 

上記以外 開発事業の規模、

利用形態等から

算定した台数 

開 発 事

業 の 規

模、利用

形 態 等

か ら 算

定 し た

台数 


